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高森
ペンネーム裁

判で

勝利和解
和解条項
「被告は、今後の非常勤講師採用において、候補
者を捜し、リストアップする段階で、対象者に
対し、採用決定までの手続きを明示し、その後
も、進行段階を連絡し、また、契約交渉を途中
で中止する場合には理由を説明するなどして、
対象者の信頼保護に留意する」

　「ペンネーム使用の可否を問い合わせただけでク

ビ？」――大同大学に次年度から出講する大学非常

勤講師の採用が取消された事件において、去る２月

９日、名古屋地裁で勝利和解が成立しました。

　この事件は、大同工業大学（当時）に「環境を科学

する」という新設の講義科目の受け持ちを要請され

た高森晃一さんが、出講の際に他大学ですでに使っ

ていたペンネーム使用の可否およびその使用不可の

理由を問い合わせたを問い合わせたところ、１往復

のメールの後に突然打ち切られたもの。高森さんは

昨年３月２日に、地位確認・損害賠償の訴えを起こし

ていました。

　この事件では、原告側が、大学側担当者からの「お

引き受けいただき、誠にありがとうございました」と

のメールの段階で成立した労働契約の一方的解約を

主張していたのに対し、大学側は、教授会で承認され

るまでは契約成立はなく、本件においても契約は成

立していず、この段階での打ち切りに問題はないと

して、双方の意見が対立していました。

　今回の和解条項では、「被告は、今後の非常勤講師

採用において、候補者を捜し、リストアップする段階

で、対象者に対し、採用決定までの手続を明示し、そ

の後も、進行段階を連絡し、また、契約交渉を途中で

中止する場合には理由を説明するなどして、対象者

の信頼保護に留意する」ことが盛り込まれました。

　今回の裁判を通じて、大学非常勤講師の採用にお

ける判断は、採用権限がないとされている教室主任

の「第六感」（本件口頭弁論における大学側証人の法

定での発言）による裁量によって、対象者が恣意的に

排除されたことが明るみに出ました。

　原告・組合側は、今回の和解につき、（１）契約の

成立に関しては直接言及していないものの、第一に、

今回の事件の原因となった非常勤講師採用手続の不

透明性にメスを入れ、労働契約の締結にあたって、手

続を明確にしてこれを示し、非常勤講師の対象者へ

の信頼保護を大学側に求めたものである、（２）第二

に、一方的に大学側の条件が押しつけられるなど、圧

倒的に無権利状態に置かれている非常勤講師の地位

の改善の一歩となった、と評価しています。

　ご支援いただいたみなさまには、心から感謝申し

上げます。同時に組合としても、今回の成果を糧に、

非常勤講師採用手続の透明化を進めたいと考えてい

ます。どうかかわらぬご支援をお願いします

　１２月２５日に行われた証人尋問の際、採用に直接タッ
チした教室主任（教員）は、非常勤講師の採用につき、候
補者はそれぞれの段階で１人であり、友達の輪のようにそ
の都度１人づつあたる、ペンネームについては前例がな
く、その取扱いを決めるにあたって時間もかかり、�とく
に大同大学では、事務方が役人以上の役人であるので非常
に時間がかかること、ペンネームを使用を希望する理由は
聞いていないこと、したがって今回は、最終的には教室主
任である自分の「第６感」で判断したと陳述しました。
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　高森裁判のイメージ・マスコットキャラクターの

クビキリンをバッジにしました。カバンに、帽子に、

上着に、どうかご活用ください。

　クビキリンの出身地はケニア。どんなことがあっ

ても筋を通して不屈にたたかう。そんな運動の象徴

です。「非正規切り」「派遣切り」に遭遇したすべて

の仲間の共通のシンボルに育てていきたいと考えて

います。なお、クビキリンは、非正規切りを問題と

考える人であれば、どなたでもご使用いただけます。

ただし、その際には、必ずご一報ください。
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事件のおもな経過と概要

「クビキリン」

　大同工業大学高森裁判は、去る２月９日、名古

屋地方裁判所において勝利和解することができ

ました。

　和解は、結果としては、われわれの主張する内

容の和解条項をほぼ受け入れました。

　本件において、みなさまから、署名や傍聴をは

じめ、物心両面にわたるご支援をいただきまし

た。そしてそれらをバックに上記の成果をえる

ことができました。

　今後とも非正規労働者の地位改善のために、

努力する所存です。和解についてご報告させて

いただくとともに、今後ともよろしくご指導、ご

鞭撻のほど、お願い申し上げる所存です。

　また、今回のたたかいを記録しておくために、

近々裁判の報告集を発行いたします。その際に

はまた声をかけさせていただきます。どうかよ

ろしくお願い申し上げます。

大同工業大学高森裁判
　　原告　　　高森　晃一
東海圏大学非常勤講師組合
　　執行委員長　光沢　隆


